
わ
た
し
た
ち
は
、
津
軽
海
峡
の
青
い
海
と
美
し
い
み
ど
り
の
丘
と
、
太
陽

わ
た
し
た
ち
は
、
津
軽
海
峡
の
青
い
海
と
美
し
い
み
ど
り
の
丘
と
、
太
陽

に
恵
ま
れ
た
本
州
の
最
北
の
地
に
住
む
大
間
町
の
町
民
で
す
。

に
恵
ま
れ
た
本
州
の
最
北
の
地
に
住
む
大
間
町
の
町
民
で
す
。

先
人
の
力
と
汗
の
偉
業
を
た
た
え
、
自
然
を
い
つ
く
し
み
、
郷
土
を
愛
し
、

先
人
の
力
と
汗
の
偉
業
を
た
た
え
、
自
然
を
い
つ
く
し
み
、
郷
土
を
愛
し
、

自
覚
と
責
任
を
も
っ
て
、
文
化
的
で
た
く
ま
し
く
、
豊
か
で
明
る
く
、
う
る

自
覚
と
責
任
を
も
っ
て
、
文
化
的
で
た
く
ま
し
く
、
豊
か
で
明
る
く
、
う
る

お
い
の
あ
る
住
み
よ
い
町
に
す
る
た
め
に
こ
の
憲
章
を
定
め
実
践
し
ま
す
。

お
い
の
あ
る
住
み
よ
い
町
に
す
る
た
め
に
こ
の
憲
章
を
定
め
実
践
し
ま
す
。

１
．
健
康
で
よ
く
働
く
豊
か
な
町
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

１
．
健
康
で
よ
く
働
く
豊
か
な
町
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

１
．
き
ま
り
を
守
り
、
明
る
く
住
み
よ
い
町
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

１
．
き
ま
り
を
守
り
、
明
る
く
住
み
よ
い
町
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

１
．
教
養
と
文
化
の
高
い
清
ら
か
な
町
を
め
ざ
し
ま
し
ょ
う
。

１
．
教
養
と
文
化
の
高
い
清
ら
か
な
町
を
め
ざ
し
ま
し
ょ
う
。

１
．
互
い
に
話
し
合
う
平
和
で
な
ご
や
か
な
町
を
き
ず
き
ま
し
ょ
う
。

１
．
互
い
に
話
し
合
う
平
和
で
な
ご
や
か
な
町
を
き
ず
き
ま
し
ょ
う
。

１
．
人
を
愛
し
、
ま
こ
と
を
つ
く
す
し
あ
わ
せ
な
町
に
育
て
ま
し
ょ
う
。

１
．
人
を
愛
し
、
ま
こ
と
を
つ
く
す
し
あ
わ
せ
な
町
に
育
て
ま
し
ょ
う
。

町
民
憲
章

町
民
憲
章

サ
ン

タ
さ

〜
ん

！
メ

リ
ー

ク
リ

ス
マ

ス
♪

サ
ン

タ
さ

〜
ん

！
メ

リ
ー

ク
リ

ス
マ

ス
♪

『
1
2
/
1
4
大
間
幼
稚
園
ク
リ
ス
マ
ス
会
』

『
1
2
/
1
4
大
間
幼
稚
園
ク
リ
ス
マ
ス
会
』
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新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

町
民
皆
様
に
は
ご
家
族
そ
ろ
っ
て
輝
か
し
い
初
春
を

迎
え
ら
れ
た
こ
と
と
心
か
ら
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

私
は
、
町
長
就
任
以
来
『
の
び
の
び
・
生
き
生
き
・

悠
々
』
を
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
に
据
え
、
こ
の
町
で
暮

ら
す
人
々
が
住
ん
で
良
か
っ
た
と
実
感
で
き
る
ま
ち
づ

く
り
を
目
指
し
、町
政
運
営
に
励
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。

そ
の
思
い
は
、
四
期
目
の
折
り
返
し
に
入
っ
て
も
変
わ

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
後
も
町
民
皆
様
の
ご
支
援

と
ご
理
解
を
頂
き
な
が
ら
頑
張
る
所
存
で
あ
り
ま
す
の

で
、
皆
様
に
は
変
わ
ら
ぬ
ご
指
導
と
お
力
添
え
を
賜
り

ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

昨
年
は
、
多
く
の
皆
様
の
ご
理
解
を
頂
き
待
望
の
役

場
庁
舎
が
完
成
し
九
月
か
ら
業
務
を
開
始
い
た
し
ま
し

た
。
併
せ
て
防
災
行
政
用
無
線
の
運
用
を
開
始
い
た
し

ま
し
た
。
こ
の
こ
と
を
契
機
と
し
、
更
な
る
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
向
上
と
住
民
の
安
全
安
心
の
確
保
に
努
め
て
ま

い
り
ま
す
。

今
年
、
平
成
三
十
一
年
は
平
成
最
後
で
新
元
号
最
初

の
亥
年
と
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
過
去
の
亥
年
の
出
来

事
を
町
史
で
調
べ
て
み
ま
し
た
。

昭
和
二
十
二
年

日
本
国
憲
法
施
行
、
教
育
基
本

法
・
学
校
教
育
法
実
施
。
大
間
町
で
は
、
初
の
公
選
に

よ
る
和
田
兵
吉
氏
町
長
に
就
任
、
大
間
小
学
校
、
奥
戸

小
学
校
、
大
間
中
学
校
、
奥
戸
中
学
校
開
校
。

昭
和
三
十
四
年

皇
太
子
（
今
上
天
皇
）
ご
結
婚
。

昭
和
五
十
八
年

大
間
町
に
新
型
転
換
炉
建
設
決

定
、日
本
海
中
部
沖
地
震
に
よ
り
役
場
庁
舎
被
害
甚
大
。

総
合
開
発
セ
ン
タ
ー
を
仮
庁
舎
と
し
て
業
務
を
行
う
。

松
竹
映
画
『
魚
影
の
群
れ
』
ロ
ケ
開
始
。

平
成
七
年

阪
神
大
震
災
、
大
間
原
子
力
発
電
Ａ
Ｔ

Ｒ
実
証
炉
計
画
見
直
し
（
Ａ
Ｂ
Ｗ
Ｒ
計
画
へ
）
等
が
記

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

国
に
お
い
て
は
、
七
十
二
年
前
に
施
行
さ
れ
た
日
本

年

頭

の

挨

拶

大
間
町
長

金

澤

満

春
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国
憲
法
の
改
正
に
つ
い
て
本
格
的
に
議
論
さ
れ
て
お

り
、
皇
室
に
お
い
て
は
、
三
十
年
の
長
き
に
亘
り
国
民

に
寄
り
添
っ
て
こ
ら
れ
た
今
上
天
皇
が
今
年
五
月
退
位

さ
れ
、
現
皇
太
子
が
天
皇
に
即
位
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
天
皇
家
の
更
な
る
ご
発
展
を
願
う
も
の
で
あ

り
ま
す
。

ま
た
、
二
つ
の
大
き
な
震
災
が
記
録
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
災
害
に
対
す
る
意
識
の
高
揚
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

町
に
お
い
て
は
、
教
育
基
本
法
・
学
校
教
育
法
実
施

か
ら
七
十
二
年
経
過
し
た
今
日
、
少
子
化
や
働
き
方
改

革
等
に
伴
う
幼
児
教
育
・
学
校
教
育
の
在
り
方
が
課
題

と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
状
を
し
っ
か
り
見
据
え

対
策
を
講
じ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

今
年
は
統
一
地
方
選
挙
の
年
で
あ
り
ま
す
。
町
議
会

議
員
・
県
議
会
議
員
・
県
知
事
選
挙
が
行
わ
れ
ま
す
。

ま
た
、
参
議
院
議
員
選
挙
も
行
わ
れ
ま
す
。
何
れ
も
地

域
の
代
表
を
決
め
る
大
事
な
選
挙
で
す
。
棄
権
さ
れ
な

い
よ
う
投
票
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

マ
グ
ロ
一
本
釣
り
を
映
画
化
し
た
『
魚
影
の
群
れ
』

は
大
間
町
を
世
界
に
発
信
し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
後

も
『
私
の
青
空
』・『
マ
グ
ロ
』
と
言
っ
た
ド
ラ
マ
等
で

大
間
町
の
知
名
度
は
上
が
り
ま
し
た
。
マ
ス
メ
デ
ィ
ア

を
活
用
し
た
Ｐ
Ｒ
を
積
極
的
に
進
め
観
光
事
業
の
推
進

を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

マ
グ
ロ
は
町
の
基
幹
産
業
で
あ
る
漁
業
の
主
力
魚
で

す
が
国
際
ル
ー
ル
に
基
づ
く
漁
獲
制
限
に
よ
り
厳
し
い

状
況
に
陥
っ
て
い
ま
す
。
私
自
身
、
国
・
県
に
対
し
沿

岸
に
お
け
る
一
本
釣
り
・
延
縄
漁
に
対
す
る
枠
の
拡
大

を
訴
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。
引
き
続
き
枠
の
拡
大
に
向

け
積
極
的
に
行
動
し
て
ま
い
り
ま
す
。

原
子
力
発
電
所
計
画
の
遅
れ
は
、
町
経
済
・
町
財
政

に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。
東
日
本
大
震
災

か
ら
七
年
八
ケ
月
が
経
過
し
た
昨
年
十
二
月
規
制
庁
に

よ
る
現
地
調
査
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
の
調
査
の

進
展
に
期
待
す
る
と
と
も
に
、
国
に
お
い
て
は
電
源
地

域
の
実
情
を
直
視
し
有
効
な
対
策
を
講
ず
る
よ
う
求
め

て
ま
い
り
ま
す
。

亥
年
に
因
み
、
過
去
の
亥
年
の
出
来
事
と
関
連
し
た

事
項
に
つ
い
て
述
べ
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
が
、
町
は
外

に
も
様
々
な
課
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。
そ
の
課
題
を
一

つ
一
つ
解
決
し
な
が
ら
、
町
民
皆
様
が
幸
せ
を
実
感
で

き
る
年
と
な
る
よ
う
私
は
も
と
よ
り
職
員
一
丸
と
な
っ

て
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
の
で
、
昨
年
に
増
し
て
の

ご
指
導
ご
鞭
撻
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま

し
て
、
新
年
の
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。

謹
ん
で新

春
の
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す

町

長

金

澤

満

春

副
町
長

菊

池

武

利

教
育
長

佐

藤

桂

一

職
員
一
同
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新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

町
民
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
希
望
に
満
ち
た
二

〇
一
九
年
の
新
春
を
、晴
れ
や
か
に
お
迎
え
の
こ
と
と
、

心
か
ら
お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。
年
頭
に
当
た
り
、
大

間
町
議
会
を
代
表
い
た
し
ま
し
て
謹
ん
で
新
春
の
ご
挨

拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。

日
頃
よ
り
町
議
会
へ
の
ご
理
解
と
、
議
会
活
動
に
対

す
る
温
か
い
ご
支
援
、
ご
協
力
を
賜
り
、
厚
く
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。

新
し
い
年
が
町
民
各
位
そ
し
て
大
間
町
に
繁
栄
を
も

た
ら
す
、
素
晴
ら
し
い
年
に
な
り
ま
す
よ
う
心
よ
り

願
っ
て
お
り
ま
す
。

昨
年
、
新
庁
舎
が
完
成
し
ま
し
た
。
新
庁
舎
は
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
の
設
置
や
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
を
は
か
り
、
多

く
の
皆
様
に
議
会
を
傍
聴
し
て
も
ら
え
る
よ
う
配
慮
し

ま
し
た
。
そ
の
上
で
、
議
員
の
仕
事
や
活
動
な
ど
議
会

の
内
容
を
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。新

庁
舎
の
完
成
は
、
私
に
と
っ
て
感
無
量
の
思
い
で

す
。私

、
昭
和
五
十
四
年
に
議
会
に
初
当
選
さ
せ
て
頂
き

ま
し
た
そ
の
頃
か
ら
、
旧
役
場
は
ダ
ン
プ
カ
ー
が
通
る

と
地
震
が
来
た
と
勘
違
い
す
る
ほ
ど
揺
れ
て
い
ま
し

た
。
こ
れ
で
、
防
災
拠
点
と
し
て
の
役
割
を
果
た
せ
る

の
か
、
先
に
つ
ぶ
れ
る
の
で
は
な
い
の
か
、
心
配
し
て

い
ま
し
た
。

年

頭

の

挨

拶

大
間
町
議
会
議
長

石

戸

秀

雄
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昭
和
五
十
八
年
に
起
き
た
日
本
海
中
部
地
震
、
大
間

町
も
震
度
四
ぐ
ら
い
だ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。
地

盤
沈
下
に
よ
り
、
旧
役
場
庁
舎
が
傾
き
、
補
修
を
よ
ぎ

な
く
さ
れ
、
そ
の
間
十
二
月
ま
で
、
向
か
い
の
総
合
開

発
セ
ン
タ
ー
で
役
場
業
務
を
行
い
ま
し
た
。

議
会
の
方
は
公
民
館
を
使
っ
た
り
、
下
手
浜
勤
労
青

少
年
ホ
ー
ム
を
使
っ
て
い
た
の
が
記
憶
に
あ
り
ま
す
。

移
動
議
会
は
傍
聴
者
で
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
時
か
ら
新
庁
舎
を
の
思
い
が
強
く
な
っ
た
も
の

と
思
い
ま
す
。

そ
の
事
も
少
し
は
影
響
し
た
の
か
翌
年
の
五
十
九

年
、
議
会
は
原
子
力
発
電
所
の
誘
致
を
決
め
ま
し
た
。

電
源
開
発
株
式
会
社
さ
ん
に
は
、
新
庁
舎
建
設
に
ご
協

力
頂
き
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

昨
年
十
二
月
定
例
会
を
新
庁
舎
で
初
議
会
を
開
か
せ

て
頂
き
ま
し
た
。
議
員
一
同
、
心
機
一
転
、
身
の
引
き

締
ま
る
思
い
で
臨
み
ま
し
た
。
こ
こ
ま
で
色
々
あ
り
ま

し
た
が
、
よ
う
や
く
新
庁
舎
が
完
成
し
ま
し
た
。
町
民

の
方
々
と
の
約
束
の
一
つ
は
果
た
せ
た
と
思
い
ま
す
。

基
幹
産
業
で
あ
る
漁
業
は
マ
グ
ロ
も
漁
獲
制
限
さ

れ
、
コ
ン
ブ
も
値
段
の
低
迷
に
よ
り
前
年
を
下
回
り
、

イ
カ
漁
も
全
般
的
に
不
漁
で
、
両
漁
協
と
も
目
標
額
に

と
ど
か
な
い
状
況
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。

少
子
高
齢
、
人
口
減
少
は
大
間
町
に
と
っ
て
も
深
刻

な
問
題
で
す
。
働
く
場
所
の
確
保
と
人
口
減
少
に
歯
止

め
を
か
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
為
に
は
大
間

原
子
力
発
電
所
の
建
設
工
事
の
早
期
再
開
を
願
わ
ず
に

は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

昨
年
は
規
制
委
員
会
の
初
め
て
の
現
地
調
査
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
今
年
は
、
前
進
す
る
と
期
待
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

ど
う
か
、
若
い
世
代
に
も
町
づ
く
り
に
関
心
を
持
っ

て
も
ら
い
、
こ
れ
ま
で
に
も
ま
し
て
議
会
活
動
に
ご
支

援
、
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
新
し
い
年
が
町
民
の
皆
様

方
に
と
っ
て
、
実
り
多
い
年
と
な
り
ま
す
こ
と
を
心
よ

り
祈
念
い
た
し
ま
し
て
、
年
頭
の
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

謹
ん
で新

春
の
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す

議
会
議
長

石

戸

秀

雄

議
会
議
員
一
同
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11月18日(日)、平内町立体育館において、第35

回青森県少年柔道選手権大会が行われました。
大間誠心館道場から、７名が入賞しました。
男子２年生の部 優 勝 竹内晟太郎くん
男子３年生の部 優 勝 酒田慶次郎くん

準優勝 磯川 悠治くん
男子４年生の部（40kg級）

準優勝 伊藤 豪 くん
ベスト８ 伊藤 大翔くん

手塚 健瑠くん
女子６年生の部（45㎏級）

第３位 田中 美海さん


12月２日(日)、大間中学校体育館において、第33回大間町少

年柔道大会が開催され、県内各地から24団体、230名の選手が参
加し、熱戦を繰り広げました。
大間町から23名の選手が出場し、日頃の練習の成果が発揮さ

れ、団体戦や個人戦での多数の入賞者がありました。
大会に出場した選手の皆さん、保護者の皆さん、ご協力いた

だいた関係者の皆さん、大変お疲れ様でした。

大会結果（大間町選手分のみ掲載）
団体戦
【小学校の部】 優 勝 大間誠心館道場Ａ
個人戦
【小学校男子２年生の部】 優 勝 竹内晟太郎くん
【小学校男子３年生の部】 優 勝 磯川 悠治くん

第３位 酒田慶次郎くん
【小学校男子４年生の部】 第３位 竹内十兵衛くん
【小学校女子３・４年生の部】 第３位 ௰ 香凛さん
【中学校男子50㎏級】 第３位 伊藤 昂生くん
【中学校男子60㎏級】 第３位 熊谷 柊冶くん
【中学校女子48㎏級】 準優勝 伊藤 陽愛さん


11月16日(金)、東北電力株式会社むつ営業所

長、株式会社ユアテックむつ営業所長が町長室を
訪れ、東北電力株式会社が街路灯８基を町に寄贈
しました。
この街路灯は、株式会社ユアテックによって取

り付けられます。

★まちのできごと★

▶

伊
藤
昂
生
く
ん
見
事
な
一
本
勝
ち

▲磯川悠治くんの
力強い押さえ込み

▲竹内晟太郎くんの
気合いの一本
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夜間の交通事故の防止対策として、12月４日

(火)大間町交通安全母の会連合会（会長：橋本京
子氏）から、材木地区の皆さんへ反射材（靴への
貼付け用、キーホルダー）が贈られました。町民
の皆さんも夜間の交通事故には十分ご注意くだ
さい。


大間町役場旧庁舎の備品整理にあたり、過日地

域の皆さまからお預かりしました善意の寄付金
22,600円を大間町長から大間町社会福祉協議会
長にお届けいたしました。
大間町社会福祉協議会では、福祉活動の一部に

活用させて頂くこととなりました。地域の皆さ
まに深く感謝申し上げます。

★まちのできごと★

11月19日(月)、大間幼稚園児が職場訪問をしま
した。
役場訪問では、議場と町長室を見学し、警察署

訪問では、３階の剣道・柔道場を見学しました。
普段見ることのない場所を案内してもらい、どん
な仕事をしているのか説明を聞きながら、興味
津々に見学していました。

12月13日(木)、岩泉盛利氏が、罪を犯した人々
の改善更生と犯罪の予防に尽力されたとして、法
務大臣より表彰状が贈られ、金澤町長が伝達しま
した。

12月号７ページでお知らせしました、津軽海峡フェリーからのお知らせ「２．ターミナルの開館
時間について」の内容に誤りがあり訂正しお詫びいたします。
なお、12月６日～９日の間で、訂正記事を全戸配布いたしました。

 

 





8

★まちのできごと★

11月14日(水)、大和リース株式会社常務が町長
室を訪れ、大和リース株式会社より停電時に電源
供給（一般家庭で約4.5時間）が可能な、可搬型蓄
電システムが寄贈されました。

矢越文男氏は、昭和59年４月に大間町体育指導員に任命され、34年にわたり町の様々なスポーツ
大会への協力、自らもニュースポーツ体験活動や特技の陸上競技・バスケットボール競技など数々
のスポーツ大会に出場されてきました。
現在、むつ下北地区スポーツ推進委員連絡協議会や青森県スポーツ推進委員協議会の理事を兼任

するなど地域のスポ－ツ振興に携わり、この功績が認められ、全国スポーツ推進委員連合より功労
者表彰を受賞されました。





 

12月14日(金)、20日(木)、21日(金)に、大間幼稚園・うみの子保育園・大間保育園でクリスマス会
が行われました。
大間幼稚園では、女神様から思いの込められた火をもらいキャンドルに灯しました。高校生のお

姉さんとダンスを踊ったり、ゲームをしたり、お昼ご飯を食べたり楽しい時間を過ごしました。
うみの子保育園では、サンタさんからプレゼントをもらい、先生方とダンスを踊りました。クリ

スマスにちなんだゲームを行い、「サンタさん」「トナカイ」「プレゼント」の言葉が飛び交いました。
大間保育園では、各組の園児がハンドベルや歌、ダンスを披露しました。トナカイさんとちびっ

子サンタさんからプレゼントをもらい、クリスマス特別メニューのお昼ご飯は、笑顔で溢れていま
した。
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★まちのできごと★

11月21日(水)、22日(木)に大間
保育園、うみの子保育園の園児た
ちが役場を訪れ、日頃の勤労を感
謝し、プレゼントを渡しました。

     

▶

う
み
の
子
保
育
園

▶

大
間
保
育
園

11月12日(月)青森銀行従業員組合（執行委員長
沼山 堅氏）は、昭和55年から“これまで私達を守り
育ててくれた地域社会に感謝の心を”という趣旨で
「ありがとう運動」を始め、今年で39年を迎えました。
これまで、県内の自治体に物品等を寄贈し、今年度
は大間町が対象になり、奥戸小学校へ子供達のため
に図書が寄贈されました。

左 ㈱青森銀行大間支店 山田 雄太氏
中央 青森銀行従業員組合執行委員長 沼山 堅氏
右 大間町長 金澤 満春



11月15日(木)、竹内正弘氏が、県内の児童養護
施設に対し児童福祉のため多額の私財を寄附し、
社会福祉の向上に貢献したとして、青森県知事よ
り褒状が贈られました。

 

下北地域５市町村と県では、乳がん・子宮頸がん検診をお住まいの地域以外の市町村でも受診で
きるモデル事業を実施します。

 

⬘ 住民福祉課 健康係 ☎３７－２５２０（直通）

○むつ会場、大間会場どちらでも受診することができますが、今年度集団検診にて
すでに受診されている方は対象外となります。

○検診に係る自己負担はなし（０円）です。

検 診 日 平成31年２月２日(土)、17日(日)
検診会場 下北文化会館（むつ市金谷１丁目10－１）
受付時間 ①午前10時～午前11時 ②午後１時～午後２時

検 診 日 平成31年２月23日(土)
検診会場 総合開発センター（大間町大間字奥戸下道20－１）
受付時間 ①午前10時～午前11時 ②午後１時～午後２時

むつ
会場

大間
会場

留意
事項
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みなさんこんにちは。大間病院の村井です。今回は外来でよく相談される「かゆみ」についてで

す。よく外来で「かゆくてかゆくて引っ掻いてしまう」との訴えで受診される患者さんがいらっしゃ
います。実際にそのような患者さんの皮膚には、掻きむしった痕跡（掻爬痕）が多数認められ、中に
は出血するほど引っ掻く方もいます。
このような状態を皮膚掻痒症と呼び、その原因は①皮膚の乾燥、②服薬している薬剤の影響、③

何らかの基礎疾患の３つに大別されます。③の基礎疾患としては多すぎて全てを記載することはで
きませんが、特に高度の肝機能障害や腎機能障害が起因となる掻痒が有名です。ただ、圧倒的に多
い原因は①の皮膚の乾燥です。冬になると大気が乾燥するため、皮膚のバリア機能が低下し、乾燥
肌・敏感肌が悪化してしまいます。これは特にご高齢の方やアトピーために皮脂や汗の分泌が低下
している方に顕著です。また、中には頻回に入浴する人や入浴時に念入りに擦りすぎる人も皮脂が
落ちすぎてしまい、乾燥肌は悪化してしまいます。部屋の保湿や保湿クリームの適切な使用、入浴
時に擦りすぎないことに気を付けなければいけません。
かゆくなったときも引っ掻いてはいけません。引っ掻くと皮膚が損傷し、尚更皮膚のバリア機能

は低下してしまい、乾燥肌が悪化するという悪循環に陥ってしまいます。かゆいと思った際は、引っ
掻きたい気持ちを我慢して保湿剤を塗った後に、患部をよく冷やしてください。冷やすことでかゆ
みを感じにくくすることができます。辛い食べ物を控えること、熱い飲料の大量摂取を控えること、
アルコールの接種を控えること、ストレスを溜めないこと等も大事な生活改善です。
一度掻きむしってしまい、湿疹となると治るまで時間がかかってしまいます。引っ掻く→皮膚バ

リア機能低下→乾燥肌悪化→さらにかゆくなるという悪循環に陥ってしまった場合は、適切な軟膏
の使用で悪循環を断つことが望ましいため、大間病院にいらしてご相談いただければと思います。
最後まで読んでくださりありがとうございました。

No .２４７
今月の担当医

内科医長 村井 正隆病院だより

１．パブリックコメントの実施
下北医療センターでは、当センターを構成する病院及び診療所の今後目指すべき整備方針を定

める「下北医療センター医療機能等整備計画」の策定作業を進めていますが、地域の皆さまのご
意見をうかがい、参考とさせていただく予定です。

２．意見募集期間
平成31年１月中旬～下旬

３．閲覧場所
むつ総合病院、むつリハビリテーション病院、大間病院、川内診療所、大畑診療所、脇野沢診療

所、東通地区診療所、風間浦診療所、佐井地区診療所、むつ市役所（各庁舎）及び下北郡内町村役
場等
※素案は、下北医療センターホームページからダウンロードできます。

４．意見を提出できる方
むつ市及び下北郡内に在住の方、下北医療センターの病院及び診療所をご利用の方 等

５．提出方法
指定の様式により、下北医療センター事業本部事務局（むつ総合病院事務局内）へ電子メール、

ファックス、郵送されるか、ご持参ください。詳しくは、下北医療センターホームページに掲載
します。

⬘ 下北医療センター事業本部事務局（むつ総合病院事務局内）
☎２２－２１１１（内線３２３２）／ＨＰ（www.shimokita-mc.jp/）
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 病院  病院

採 用 職 種 看護師
准看護師 看護助手 医療事務職員 一般事務職員 調理員 清掃作業員

募 集 人 数 若干名 若干名 若干名 若干名 若干名 若干名

採 用 期 間
臨 時 職 員 平成31年４月１日～平成31年９月29日（更新有り）
パート職員 平成31年４月１日～６ヶ月間または１年間（更新有り）

応 募 資 格

①心身共に健康で病院の仕事に理解と情熱のある方
②看護師又は准看護師の免許を有する方、また平成31年４月に免許取得見込の方
③看護助手･医療事務職員･一般事務職員は高校卒業以上の方、また平成31年３月卒業見込の方
④医療事務職員・一般事務職員はパソコン（Windows：Word2013・Excel2013）ができる方
⑤調理員及び清掃作業員は中学校卒業以上の方
⑥平成31年４月１日時点で満65歳未満の方

労 働 条 件 等
①就業場所 大間病院内
②就業時間 通常午前８時15分～午後５時（職種により早出・遅出等変則時間有り）
③勤務日等 月曜日～金曜日勤務（職種により土・日・祝日勤務有り）、週休２日
④その他詳細については､一部事務組合下北医療センター臨時職員服務･給与取扱要綱によります

業 務 内 容

①看護師・准看護師：外来・病棟の看護師業務
②看護助手：外来・病棟看護師の補助業務
③医療事務職員：医療事務全般（事務局医事係）
④一般事務職員：一般事務全般（事務局総務係）
⑤調理員：入院患者様の食事調理業務
⑥清掃作業員：病院施設内及び敷地内等の清掃業務

申込受付期間等 受付期間：平成31年１月４日(金)～１月24日(木) 土・日・祝日を除く午前８時15分～午後５時
（郵送の場合、平成31年１月24日当日消印有効）

応 募 書 類

①「大間病院臨時・パート職員公募申込書」自筆で記入し押印（シャチハタ印不可）したもの１通
②「大間病院臨時・パート職員採用試験受験申込（履歴）書」自筆で記入し写真を添付したもの１通
③看護師・准看護師は看護師免許証の写し１通（Ａ４サイズ）
④看護師・准看護師の免許を有する方以外は、最終学歴証明書・卒業見込証明書・卒業証書の写し
のいずれか１通（Ａ４サイズ）

※①及び②の書類は大間病院総務係に指定用紙があります

試 験 日 時

看護師・准看護師
調理員 清掃作業員

試験日 平成31年２月14日(木)

受 付 調理員 清掃作業員：午後１時30分～２時00分
看護師・准看護師：午後３時30分～４時00分

看護助手
医療事務職員
一般事務職員

試験日 平成31年２月15日(金)

受 付 看護助手：午後１時30分～２時00分
医療事務職員 一般事務職員：午後２時30分～３時00分

試 験 場 所 国民健康保険大間病院 ２階 会議室

試 験 科 目

看護師・准看護師 小論文 面接
看護助手
医療事務職員 一般事務職員
調理員 清掃作業員

面接（医療事務職員・一般事務職員は、小論文・パソコン
（Windows：Word2013・Excel2013)の実技試験もあります）

採 用 通 知 追って本人あてに通知いたします

１、採用職種、条件等

２、応募方法等

３、選考試験日等

⬘ 〒039-4601 青森県下北郡大間町大字大間字大間平20番地78
一部事務組合下北医療センター 国民健康保険 大間病院 ☎３７－２１０５ 事務局 総務係

大間病院では下記のとおり、臨時・パート職員を募集いたします。

平成31年１月４日
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「アメリカの代表的な料理と言えば何ですか。」私は、日本人にこの質問をしました。多くの日本人は「太っ
ているアメリカ人は、いつも贅沢なピザやハンバーガーを食べている」と思い浮かべるようです。確かに、ア
メリカ人にとってピザやハンバーガーは人気ですが、なぜ人気か分かりますか？今月は、文化の違いが生まれ
る認識の違いの一つを説明したいと思います。
ピザの考え方の違いを見てみましょう。大間の人がピザを食べるのは、多分金曜日のピザトラックが多い

と思いますが、アメリカにも支店があるピザハットむつ店のピザで比べてみます。ピザハットむつ店には、
トッピングがないＬサイズのピザが1,600円で、トッピングは一種類につき400円です。アメリカのピザハッ
トの値段は、同じトッピングのないＬサイズのピザで10ドル（現在の為替によると、約1,100円）です。日本よ
りも500円安いです。アメリカのピザハットのトッピングは、５種類目まで無料で、それ以上は１種類につき
１ドル（約110円）です。つまり、日本では3,600円のピザが、アメリカでは約３割の1,100円で食べることが出
来ます。ピザトラックに比べても安いです。しかも、その値段でもまだ高すぎると思っているアメリカ人も
います。
私は日本に来る前に、ピザ屋で働いていたことがあります。そのピザ屋では、Ｌサイズピザが８ドル（約

880円）でした。私の出身地の一番人気店では、ピザを５ドルで売っていました。ニューヨーク市は「１ドル
ピザ屋」も有名です。なぜ私たちアメリカ人が、いつもピザを食べているか少し分かってもらえたでしょうか。
ピザだけではありません。最近、ネットでたくさんのレストランのメニューを見ることができ、自分で調べ

られます。色々なジャンクフード系の食べ物は、日本よりアメリカで安く売っています。例えば、日本のマク
ドナルドのハンバーガーの値段はアメリカの店の２倍で、飲み物の値段は同じなので、アメリカのＳサイズの
ドリンクが、日本のＳサイズの２倍です。つまり、日本ではけっこう高い食べ物に見えますが、アメリカ人に
とってそんな食べ物は安くて便利なので、日本人に比べればそれを買う頻度が多くなります。
「そんな食べ物だけ食べていると体を壊しますよ！野菜も食べましょう」と考えてしまうかもしれません。

来月は、もっとアメリカのフードカルチャーについて説明します。

 り り

平成30年県内の交通事故概況 青森県交通対策協議会 平成30年11月31日現在

※ （ ）内は対前年比です。また、速報値のため後日変更することがあります。

11月中 年間累計

発
生

２６９件
（＋５）

２，６６６件
（－２４１）

死
者

３人
（＋１）

４０人
（＋３）

傷
者

３５８人
（＋１６）

３，２９６人
（－３０５）

死

者

の

状

態

年齢別 高齢者の死者
（６５歳以上の人） ２５人（＋６）

夜 夜間の死者 ２６人（＋１０）
状態別 歩行者の死者 １３人（±０）
飲酒 飲酒運転による死者 １１人（＋９）

シートベルト
自動車乗車中の死者 １９人（＋１）

非着用死者 １０人（＋３）

毎月１日は⽛県民交通安全の日⽜ 15日は⽛高齢者交通安全の日⼧
平成31年使用「交通安全年間スローガン」入賞作品

最優秀作品 チャイルドシート ちいさなＶＩＰの 指定席
最優秀作品 危険だよ スマホに夢中の そこの君
最優秀作品 とび出さない いったんとまって みぎひだり


東北財務局青森財務局事務所では、相談窓口を設置しております。借金等でお困りの方は、お気軽にご相談

ください。相談は秘密厳守・無料。お電話での相談も可能です。
【受付】月～金（祝日・年末年始除く） ８時半～12時、13時～16時半
⬘ 青森財務事務所 青森合同庁舎３階

相談専用電話 ☎０１７－７７４－６４８８
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１．日 時 ：平成31年１月20日(日)
開 場 ７：00
受 付 ７：20～８：00
審判・監督会議 ８：00～８：20
選 手 集 合 ８：10～８：20
開 会 式 ８：30～９：00
競 技 開 始 ９：00～15：00
閉 会 式 15：30～16：00

２．会 場 ：大間町立大間中学校体育館
３．主 催 ：大間町教育委員会
４．後 援 ：大間地区連合防犯協会、むつ下北地区剣道協会、下北地方中学校体育連盟、大間

町体育協会、大間町青少年健全育成会議、大間少年剣道クラブ育成会、奥戸剣道
育成会、大間町剣友会、東奥日報社、デーリー東北新聞社、青森テレビ、青森放
送、NHK青森放送局、青森朝日放送（以上予定）

※閉会式の時間は、試合の状況により変更します。

12月号に書き初め席書大会の要項を掲載しましたが、展示期間及び展示時間について以下のとお
り変更します。
（変更前） （変更後）
展示期間 平成31年１月12日(土)・13日(日) 展示期間 平成31年１月11日(金)


・12日(土)

展示時間 午前９：00～午後４：00 展示時間 午前９：00～午後３：00


⬘ 教育委員会 担当：細川 ☎３７－２１０３

12月号９ページに掲載しました、大間町ドッジ
ボール大会の記事で、低学年優勝チームの写真掲
載に誤りがございました。
ご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申

し上げ、訂正いたします。

【低学年優勝チーム】 大間ＦＬブルー



 

～児童生徒をみんなで見守りましょう～
１月２４日（第４木曜日） 午前７：１０～７：４０
＜大間地区＞・大間小学校前交差点・町営住宅前交差点・大間保育園前交差点
＜奥戸地区＞・電源開発奥戸分所付近

No . 368
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今回は，｢家庭学習強化週間｣の様子から大間町の児童・生徒の家庭学習の取組についてお知らせします。
家庭学習強化週間は，６月と11月の２回実施しており，今回は，学年ごとに，６月と11月の平均時間を掲載

します。また，平成29年度（前年度の学年）と平成30年度の家庭学習取組時間を経年比較し，それぞれの学年
の取組の変容が分かるようにしています。

（※ 経年比較のため，平成29年度の１学年の時間は，０分になっています。）

小学校
低学年と高学年は，昨年度と比較すると取組時間が増加しています。平日と休日の取組時間の差は，あま

り見られず，どの学年も休日もしっかり家庭学習に取り組んでいます。しかし，中学年は，昨年度と比べる
と平日も休日も家庭学習の時間が減少しています。

中学校
中学１年生の取組時間が平日も休日もぐんと伸びています。小学生から中学生になり，どの生徒も意欲

的に学習に取り組んでいることがわかります。しかし，中学２年生と中学３年生の平日の時間が減少して
います。

全 体
大間町の子供たちは，個人差はありますが，家庭学習の習慣が徐々についてきています。小学生も中学生

も，昨年度に比べると，中間の学年の時間が減少しています。今後は，取組時間だけでなく，家庭学習の質
にもこだわり，効率的に継続して学習に取り組むように声がけすることが大事です。
子供の意欲やその日の調子によって，取組時間は変わります。子供たちのやる気、自主的な取組を温かく


受け止め，ほめたり認めたりしてあげながら，さらに能力を伸ばしていきたい


と思います。

学校の授業とつながった家庭学習は，子供の自信と意
欲を育てていきます。家族とふれあい，家族と信頼し合



う中で，子供は心身ともに健康に育ち，学力も伸びてい


くと考えられます。


学校と家庭の両面で，子供たちの成長を支えていきま
しょう。
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今年度のテーマは，平成29年度の後期児童会総会の中で話し合い，子供たちが目指す学校として
決めたものです。そして，このテーマの下，いろいろな活動がなされ，自分のよさを知ることによ
り，自己肯定感が高まってきています。ここでは，活動の様子をいくつか紹介します。

大 間 小 学 校

平成0度 童テ 界乗こえ 常前

６年生は総合的な学習の時間の中で，子供たち一人一人が「大間の祭り」「大間の方言」「大間のマ
グロ」など自分の課題を決め，調べたり，見学したりして班ごとにまとめ，リーフレットを８種類作
成しました。子供たちは，「ブルーマリンフェスティバル」オープニングセレモニーの「津軽海峡海
鳴り太鼓」演奏の後や「修学旅行の自主研修先（函館市）」でリーフレットを配り，大間の魅力を緊
張しながらも一生懸命にＰＲしました。その後，函館でリーフレットを受け取った千葉県の高校の
先生からお手紙と千葉県の名産品「落花生」が届きました。

大間町の魅力をＰＲ 「ブルーマリンフェスティバル」「修学旅行」

10月13日(土)学習発表会が行われました。リズムにのって楽しそうに踊った１年生の遊戯「パプ
リカ」「できっこないをやらなくちゃ」。パワー溢れる３年生がユーモアいっぱいに演じた劇｢地球
をすくえ！｣。５年生の力強いバチさばきによる迫力の演奏｢津軽海峡海鳴り太鼓｣。ここではすべ
て紹介しきれませんが，どの学年の子供たちも一人一人が，自分の限界を乗り超え，学習発表会を
成功させようと心を一つに頑張りました。保護者や地域の方からたくさんの拍手を頂き，子供たち
にとって達成感いっぱいの学習発表会になりました。

１年「パプリカ（上）」
「できっこないをやらなくちゃ」（下）

３年「地球をすくえ！」 ５年「津軽海峡海鳴り太鼓」

ブルーマリンフェスティバルや函館で大間の魅力をPRする６年生

全校が心一つに頑張った学習発表会
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第２６２号 だより 住福祉課
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課課

１．今月の納期について
今月の納期については、下記のとおりとなっておりますので、納め忘れには注意しましょう。

・町県民税（第４期） ・国民健康保険税（第７期）
・介護保険料（第４期） ・後期高齢者医療保険料（第４期）

※納期を過ぎますと納付が遅れるごとに延滞金が加算される場合があります。
延滞金の割合は納期内納付をされた方との公平性を保つために法により定められています。

２．後期高齢者医療被保険者のみなさまへ
（１）医療費通知について
国の税制改正により、平成30年１月１日から医療費通知を確定申告に活用できるようになりました。広域

連合では、今回発送する医療費通知から新たに自己負担相当分を記載し、平成30年からの確定申告時の医療費
控除に活用していただけるよう様式を改正いたしました。
なお、対象となる期間が平成30年１月診療分から12月診療分となることから、通知書がお手元に届くのは最

短で平成31年２月末頃となります。ご理解とご協力をお願い申し上げます。
また、青森県後期高齢者医療広域連合へお問合せください。
（２）事故にあったとき（第三者行為による傷病届等について）
交通事故及びけんか等、第三者の行為による負傷で、健康保険で治療を受けたときには「第三者行為による

傷病届」を役場 税務保険課へご提出くださいますようお願いいたします。
なお、詳細につきましては、役場 税務保険課または青森県後期高齢者医療広域連合までお問い合わせくだ

さい。
⬘ 役場 税務保険課 ☎３７－２５１８（直通）

青森県後期高齢者医療広域連合 ☎０１７－７２１－３８２１

納期限 平成３１年１月３１日（木）

国民健康保険事業は、国民健康保険に加入している皆様から納付していただく国民健康保険税と国・県など
からの補助金などを財源とし、国民健康保険加入者の皆様が医療機関を受診した際の医療費などの給付の支
払に充てられています。
国民健康保険税は、被保険者（加入している人）一人ひとりが納めるのではなく、世帯ごとに納めていただ

くこととなっており、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、擬制世帯主という扱いで世帯主に課税さ
れることとなっております。
平成29年度に、大間町が医療機関に支払った医療費は、約４億8,300万円であり、これを国民健康保険加入

者一人当たりに換算すると、255,015円となり、被保険者の減少割合に対し一人当たりの医療費が、年々増加
傾向となっております。
保険税の滞納者が非常に多い大間町では、これまで以上に国民健康保険事業に支障をきたすことが考えら

れます。
大間町の国民健康保険税は、平成16年度から保険税率を改正（引き上げ）せずに事業運営を展開してまいり

ましたが、医療費が年々増加傾向にあることなどから、事業の健全運営を行うためには、国民健康保険加入者
皆様の保険税の納付がなければ保険税率を引き上げなければならないことも考えなければなりません。
よって、大間町の国民健康保険事業の安定かつ適正な事業運営を展開していくためには、国民健康保険加入

者皆様の納税が必要不可欠であるという納税意識を持っていただき、ご理解、ご協力いただきますようお願い
いたします。
⬘ 税務保険課 国民健康保険係 ☎３７－２５１８（直通）

不動産取得税は、土地や家屋を取得したときに一度だけ課税される県の税金です。納税通知書が届きまし
たら、銀行、郵便局のほか、コンビニエンスストアなどで納めてください。
なお、一定の要件を満たす住宅や住宅用土地を取得したときには、申告をすると不動産取得税が軽減される

場合があります。詳細についてはお問い合わせください。
⬘ 下北地域県民局県税部課税課 ☎２２－８５８１（内線２０８）
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役場では、町民の皆さんの健康保険等への加入･脱退等の異動情報について、皆さんの届出がなけ
れば把握することができないことから、ご本人が国民健康保険へ加入している状態で会社へ勤め社
会保険へ加入したとしてもご本人の届出がされない限り国民健康保険の資格が消えないことからそ
のまま保険税が賦課され続けることとなります。届出がなされた時点で初めてわかる情報であり、
届出があった時点でその資格の異動日にさかのぼり処理がなされることとなります。

交通事故やケンカ等第三者から障害を受けて医療機関を受診する場合も、必ず役場に届出し「第
三者行為による傷病届」を提出した上でなければ保険証を使っての受診は認められませんので、必
ず役場の国保担当に相談してください。
また、病気とみなされない ○人間ドック ○予防注射 ○正常な妊娠・出産 ○美容整形 ○

経済上の妊娠中絶等は保険証が使えませんのでご了承ください。

⬘ 税務保険課 国民健康保険係 ☎３７－２５１８（直通）

前に住んでいた市区町村からの転出証明書と
印鑑

会社の健康保険を辞めた証明書と印鑑（会社で
発行した社会保険喪失証明書等）

会社の健康保険をはずれた証明書と印鑑（会社
で発行した社会保険喪失証明書等）

出生証明書、保険証、母子健康手帳、印鑑

保護廃止決定通知書、印鑑

外国人登録証明書

保険証と印鑑

国保の保険証と加入された会社の保険証（また
は、会社で発行した会社保険の加入証明書）及
び印鑑を持参してください。

保険証と病院からの死亡診断書と印鑑

保護開始決定通知書と保険証と印鑑

外国人登録証明書と印鑑

保険証と印鑑

保険証と在学証明書（一ヶ月以内のもの）と印鑑

身分を証明するもの（免許証等）と印鑑

保険証と年金証書と印鑑

他の市区町村から大間町へ転入してきたとき

会社を辞めて健康保険がきれたとき

職場の健康保険の扶養からはずれたとき

子どもが生まれたとき

生活保護が廃止になったとき

外国籍の人が国保に加入するとき

大間町から他の市区町村へ転出するとき

会社の健康保険に加入したとき（本人が加入さ
れた場合及び被扶養者になったとき）

国保に加入されている方が死亡した場合

生活保護を受けるようになったとき

外国籍の人が国保をやめるとき

町内で転居したとき（住民登録上の住所変更）
世帯主や氏名が変わったとき
世帯分離や世帯合併があったとき

就学のため住所を他の市区町村へ異動したとき

保険証を紛失したとき

国保の退職者医療制度の対象となったとき

国
保
に
加
入
す
る

国
保
を
や
め
る
と
き

そ
の
他

▼こんなとき ▼届出に必要なもの
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3住3住

平成31年度（平成30年分の収入）の住民税申告相談を下記の日程で行いますのでご利用ください。
受付時間 午前の部 9：00～11：00まで ・ 午後の部 13：00～16：00まで
※毎週金曜日は申告会場での申告は休みとなりますので、ご注意ください。



※下記申告期間中は役場庁舎での申告はできませんので、ご注意ください。


◇当日申告会場に持参するもの◇
マイナンバーカードもしくは通知カードと身分証明書（運転免許証や保険証等）、収入・支出簿、

源泉徴収票、領収書、印鑑、生命・地震保険料控除証明のはがき、年金受給証明のはがき、その他
参考書類
※この日程は目安となります。この日程内であればどの会場でも申告することができますので、必


ず申告ください。


※収入がない方でも、扶養者の勤務先、官公庁などに所得証明書、非課税証明書などの提出を必要


とする場合があります。また、国民健康保険税や保険料などの算定や軽減、国民年金保険料の免


除、保育料などの所得判定にも必要になります。住民税の申告は、このような証明書などの発行


する際の資料となりますので申告が必要です。


※上記期間内に申告できない場合は別日程で申告相談に応じますので、下記電話番号まで連絡して


ください。


※風力発電・太陽光発電で土地の売買・賃貸がある場合は、事前に相談してください。


○還付請求について
徴収された税金（所得税）が返ってくる場合があります。この場合、源泉徴収票（原本）


と

振込先口座（通帳）


を必要としますので、申告の際は忘れずにご持参ください。
○医療費控除について
申告時に医療費の計算を行うと申告時間が長くなりますので、事前に領収書を人（患者）別、病
院別に集計して医療費の計算を行って、申告会場に持参してください。（医療費には医療機関と
自宅の往復分の公共交通機関の料金が認められています。）

⬘ 税務保険課 ☎３７－２５１８（直通）

地 区
材木地区
奥戸地区
浜町第一
浜町第二
上仏町
向町

大間地区
ときわ町

上町・日和町
割石・カットシ
浜町・第二

細間道・第一根田内
第二根田内
汐見町
美島町
朝日町

日 付
２月13日（水）

14日（木）
18日（月）
19日（火）
20日（水）
21日（木）
25日（月）
26日（火）
27日（水）
28日（木）

３月４日（月）
５日（火）
６日（水）
７日（木）
11日（月）

会 場
農村婦人の家

奥戸交流館

奥戸ゆうゆう館

総合開発センター

勤労青少年ホーム
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青森県では県税の口座振替の申込みを受け付けています。県税の納税は、便利で、安全・確実な口座振替を
ご利用ください。
【口座振替を利用できる県税】
◇自動車税

６月納期分（定期賦課分）
◇個人事業税

８月・11月納期分（定期賦課分）
◇法人県民税・事業税（地方法人特別税を含みます。）

中間申告及び確定申告分（期限内申告分に限ります。）
◇軽油引取税

特別徴収義務者の申告分（徴収猶予分を除きます。）
※法人県民税・事業税及び軽油引取税の振替日は、申告期限の翌月25日です。

【申込方法】
本人名義の通帳と預金届出印を持参のうえ、最寄りの取扱金融機関又は地域県民局県税部にお申し込みく

ださい。申込用紙は各窓口に備え付けてあります。
【申込期限】
◇自動車税･････４月30日
◇個人事業税･･･８月中旬
◇法人県民税・事業税、軽油引取税･･･申告期限の日
【取扱金融機関】
青森銀行、みちのく銀行、青い森信用金庫、青森県信用組合、東北労働金庫、県内農業協同組合、ゆうちょ

銀行（郵便局）など
【ご注意ください】
振替日から数日間は地域県民局県税部の窓口では振替の確認が出来ませんので、その期間に納税証明書が

必要な場合は、口座振替分の記帳を行った預金通帳を持参していただく必要があります。
⬘ 下北地域県民局県税部 納税管理課 ☎２２－８５８１（内線２０３）

【参考】
配偶者の収入が給
与所得だけの場合
の配偶者の給与等
の収入金額

1,030,000円以下

1,030,000円超
1,500,000円以下
1,500,000円超
1,550,000円以下
1,550,000円超
1,600,000円以下
1,600,000円超
1,667,999円以下
1,667,999円超
1,751,999円以下
1,751,999円超
1,831,999円以下
1,831,999円超
1,903,999円以下
1,903,999円超
1,971,999円以下
1,971,999円超
2,015,999円以下

2,015,999円超

所得者の合計所得金額
（給与所得だけの場合の所得者の給与等の収入金額）

950万円超
1,000万円以下
1,170万円超
1,220万円以下

１３万円

１６万円

１３万円

１２万円

１１万円

９万円

７万円

６万円

４万円

２万円

１万円

０

900万円超
950万円以下
1,120万円超
1,170万円以下

２６万円

３２万円

２６万円

２４万円

２１万円

１８万円

１４万円

１１万円

８万円

４万円

２万円

０

900万円以下
（1,120円以下）

３８万円

４８万円

３８万円

３６万円

３１万円

２６万円

２１万円

１６万円

１１万円

６万円

３万円

０

配偶者の合計所得金額
38万円以下

老人控除
対象配偶者

配偶者の合計所得金額
38万円超 85万円以下

85万円超 90万円以下

90万円超 95万円以下

95万円超 100万円以下

100万円超 105万円以下

105万円超 110万円以下

110万円超 115万円以下

115万円超 120万円以下

120万円超 123万円以下

123万円超

配
偶
者
控
除

配
偶
者
特
別
控
除

〇配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正
配偶者控除及び配偶者特別控除の額が下の表のとおり改正され、合計所得金額が1,000万円を超える所得者
については、配偶者控除の適用を受けることはできないこととされました。
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子どもは、親の愛情に恵まれた家庭環境で育てられることが望ましいのですが、私たちの身近には、経済的
困窮、虐待、親の行方不明等さまざまな事情で家庭での養育ができなくなった子どもたちがいます。そのよう
な子どもたちを自分の家庭に迎え入れ、あたたかい愛情と正しい理解をもって養育する人のことを「里親」と
言います。里親制度は児童福祉法に基づいて、里親となることを希望する家庭の下での養育を子どもたちに
提供する制度です。
里親には、健やかに子どもを養育するために守っていただくきまり（「里親が行う養育に関する最低基準」）

が定められています。具体的には委託された子どもへの虐待の禁止、必要な教育を受けさせること、健康や衛
生の管理、秘密の保持、子どもの養育を記録して児童相談所へ報告することなどです。里親は、一定の研修を
受けた後、県知事の認定を受けて登録されます。
現在、むつ下北地区では登録里親数が減少しており、その担い手はまだまだ十分ではありません。児童相談

所では里親になってくださる方の相談に随時応じています。興味・関心のある方、詳しく里親のことを聞きた
い方は下記までご連絡ください。
⬘ 〒０３５－００７３ むつ市中央１丁目３－３３

青森県むつ児童相談所 ☎２３－５９７５／FAX２３－５９８２ （担当：飛内）

ハローワークむつでは、仕事を探している方等を対象に、ハローワーク職員による出張就職相談を実施して
います。
【開催日時】平成31年１月10日(木) 11：00～13：00

（昼休憩 12：00～13：00も相談できます。）
【開催場所】総合開発センター 農林漁業研修室
【相談内容】就職に関する相談（雇用保険受給中の方は、求職活動として認定されますので、雇用保険受給資
格者証をお持ちください。）・求人情報の提供・職業訓練の情報など雇用情報の提供・その他
※雇用保険受給に関する諸手続につきましては、当出張相談では行いませんのでご了承願います。
※天候や道路状況等により相談開始時間が遅れたり、中止となる場合がございますので、予めご了承願います。
⬘ ハローワークむつ（むつ公共職業安定所）職業紹介・学卒部門 ☎２２－１３３１

【募集概要】


◎相談支援事業とは、障害のある人の福祉に関する
様々な問題について、障害のある人等からの相談に
応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支
援等を行うほか、権利擁護のために必要な援助も行
います。
１月の日程は下記のとおりです。

日時：平成31年１月16日(水) 午後１時～午後２時
場所：役場１階 小会議室１
むつ市障害者相談事業所の相談員の方々が相談や

助言を行います。身近にある些細なことでもお気軽
にご相談ください。
※お出でいただく時は、事前に下記の担当へご連絡
くださるようお願いいたします。
⬘ 住民福祉課 ☎３７－２５２０（直通）

『就学通知書』の発送について
４月から小学校または中学校に入学するお子さん

をお持ちの保護者の皆様へ、１月中旬に入学先を指
定した『就学通知書』を発送いたします。
『就学通知書』は入学する際に使用する書類となり

ますので、大切に保管してくださるようお願いしま
す。
なお『就学通知書』が届いていない、または記載内

容に間違いがあった場合等は、大変お手数ですが下
記問い合わせ先までご連絡ください。
⬘ 教育委員会 担当：伊藤満治 ☎３７－２１０３

平成度平成度

【試験会場】青森県立障害者職業訓練校（弘前市緑ヶ丘１－９－１）
【合格発表】平成31年２月21日(木) 午前９時
⬘ 青森県立障害者職業訓練校 訓練課 担当：野村・鳥元 ☎０１７２－３６－６８８２

訓練期間

１年間
(４月～３月)

対象者
知的障害
のない方
知的障害
のある方

試険方法
職業適性検査
面接
適性検査
面接（保護者同伴）

入校試険日

平成31年
２月14日(木)

募集期間
平成31年

１月７日(月)
～

２月７日(木)

募集定員
15名
15名

10名

訓練科名
デジタルデザイン科
ОＡ事務科

作業実務科

度度
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DV（ドメスッティク・バイオレンス）は犯罪です
暴力には、なぐる、ける、物を投げつける、大声でどなる、無視し続ける、交友関係を制限する、勝手に相

手の電話・メールをチェックする、生活費を渡さない、外で働くことを制限する、性的行為を強制する、避妊
に協力しないなど、様々なものがあります。暴力はしだいにエスカレートして、被害が深刻になることがあり
ます。相手との関係が「つらい」「なにかおかしい」と感じたら、一人で悩まず、一度ご相談ください。
また、身近な人が被害にあっていたら、ご連絡ください。

【DV相談ナビ】 ０５７０－０－５５２１０ 【DVホットライン】 ０１２０－８７－３０８１
⬘ 住民福祉課 ☎３７－２５２０（直通）

   

全国的に、高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳の保持のため、平成18年４月に、「高齢者
虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（高齢者虐待防止法）」が施行されました。
高齢者虐待とは、家族などの養護者（介護者）又は介護施設の従事者から受ける、次のような行為が定義さ

れています。
【１．身体的虐待】
例）殴る、つねる、やけど、打撲させる、ベットに縛りつけるなど身体拘束、抑制する。など

【２．心理的虐待】
例）怒鳴る、ののしる、悪口を言う、意図的に無視をする。など

【３．性的虐待】
例）排泄の失敗に対して、罰として下半身を裸にして放置する。など

【４．経済的虐待】
例）生活費を渡さない、使わせない。年金や預貯金を本人の意に反して使用する。など

【５．介護・世話の放棄、放任】
例）食事を与えない、オムツを交換しない。ゴミを放置して劣悪な住環境で生活をさせる。など

身近でこのような事例に気がついたら、役場住民福祉課か大間町地域包括支援センターくろまつへご連絡
ください。
また、高齢者の介護についての相談は、大間町地域包括支援センターくろまつで受け付けていますので、気

軽にご相談ください。
⬘ 住民福祉課 ☎３７－２５２０（直通）

大間町地域包括支援センターくろまつ ☎３７－５１１３



冬期間は、水道凍結による破裂、また水道凍結防止のための水の出しっぱなし等により、水道使用水量が大
幅に増え、水が不足する可能性がありますので、節水にご協力くださるようお願いします。
水道凍結防止のための水の出しっぱなしは、限られた水資源が不足するとともに高額の料金を負担するこ

とにもなりますので、適切な管理をお願いします。
また、気温の低下により水道管の凍結や破裂が予想されますので、真冬日が続きそうなときは、蛇口を開け

た後、水抜栓を確実に最後まで閉めましょう。
※水道を長期間使用しない場合は、閉栓の手続を!!
水道を長期間使用しない場合は、生活整備課上水道係に連絡し、閉栓の手続をしてください。
また、閉栓しただけではメータから家庭内の蛇口までの水道管に水が残り、破裂の原因となりますので必ず

水抜きをしてください。
※水洗トイレの水道凍結にご注意を!!
留守により長期間水洗トイレを使用しない場合は、凍結防止のため、水抜栓を閉めタンク内の水を抜いてお

きましょう。
※水抜栓が半開きになると!?
水抜栓が半開きになると、漏水し高額の料金を負担することになりますので、必ずきっちり開閉してください。

※もしも凍結したら!?
凍結や破裂等の修理は、水道工事を請け負った大間町指定工事事業者か、最寄りの大間町指定工事事業者へ

ご連絡ください。
⬘ 生活整備課 上水道係 ☎３７－２５３５（直通）
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■夢やアイデアの実現に向けてチャレンジしたい方
町内に拠点を置く、個人・団体等の皆様が、「FAAVO（ファーボ）しもきた」に企画を掲載して支援を呼びかけ

ることで、企画に対する資金調達を行うことができます。
■支援したい方
株式会社サーチフィールドに利用者登録をすることで、FAAVOに掲載されているお気に入りの企画を支援する

ことができます。
■企画の流れ
①関係書類を役場、企画経営課へ提出します。（関係書類：町ホームページからダウンロードできます）
②役場担当者と一緒にプロジェクトを練り上げます。
③「ＦＡＡＶＯしもきた」のウェブページにプロジェクトを掲載します。
④プロジェクトを閲覧した方々から支援の申込みがあります。

その他
■FAAVOは、「購入型」と呼ばれるクラウドファンディングで、支援に対してのリターン品（お礼の品）をお送り
します。企画にあったお礼の品を準備し、責任をもって支援者へお送りすることになります。

■資金調達方法が２つから選べます。詳しくは、むつ市または大間町のホームページをご覧ください。
■起案者向けガイドや申込書などの関係書類は、町企画経営課で配布します。
不明なところ等がございましたら、気軽に下記までお問い合わせください。

⬘ 企画経営課 ☎３７－２５０４（直通）



●みんなの人権１１０番●
差別や虐待、パワーハラスメントなど、様々な人権問題についての相談を受け付ける相談電話です。
電話は最寄りの法務局につながり、相談は法務局職員または人権擁護委員がお受けします。秘密は厳守します。
また、青森地方法務局及びその支局では、窓口において面接による相談も受け付けています。
電話番号 ０５７０－００３－１１０（全国共通）
受付時間 平日午前８時30分から午後５時15分まで

●子どもの人権１１０番●
いじめや体罰など、子どもの人権についての相談を受け付ける相談電話です。
電話は最寄りの法務局につながり、相談は法務局職員または人権擁護委員がお受けします。秘密は厳守します。
電話番号 ０１２０－００７－１１０（全国共通・通話料無料）
受付時間 平日午前８時30分から午後５時15分まで

●女性の人権ホットライン●
セクハラやＤＶなど、女性の人権についての相談を受け付ける相談電話です。
電話は最寄りの法務局につながり、相談は法務局職員または人権擁護委員がお受けします。相談は無料、秘密は

厳守します。
電話番号 ０５７０－０７０－８１０（全国共通）
受付時間 平日午前８時30分から午後５時15分まで

●インターネット人権相談●
法務省の人権擁護機関では、人権相談をインターネットでも受け付けています。
相談フォームに氏名、住所、年齢、相談内容等を記入して送信すると、最寄りの法務局から後日、メール、電話ま

たは面談により回答します。
ＵＲＬ（http://www.jinken.go.jp/）または、「インターネット人権相談」で検索

 

〈日時〉毎週土曜日10：00～12：30
〈場所〉勤労青少年ホーム１階

※行事などにより休みの週あり
♥０歳～小学校低学年のお子さまに青少年ホームを
開放します！（必ず保護者同伴でご利用ください）

♥ホールで体遊びしたり、畳のお部屋でおしゃべりし
ながらおやつタイムなど、ご自由におくつろぎいた
だけます！

♥ご利用にはイッサ会員登録（無料）が必要ですので、
下記までお問合せください！

⬘ 住民福祉課 ☎３７－２５２０（直通）

海峡保養センター ☎３７－４３３４
■営業時間 午前８時～午後９時

養老センター ☎３７－２４１１
■営業時間 午前９時～午後８時
■今月の休館日
８日、15日、22日、29日

＊指定された駐車場に駐車してください。
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平成30年11月現在( )前年比


人 口 男 女 世 帯 数

総数 5,365(－10) 2,760(± 0) 2,605(－10) 2,531(－ 4)

大間 4,184(－ 4) 2,175(＋ 2) 2,009(－ 6) 1,988(－ 3)

奥戸 1,028(－ 7) 501(－ 3) 527(－ 4) 467(－ 1)

材木 153(＋ 1) 84(＋ 1) 69(± 0) 76(± 0)

ひとり言の編集室
あけましておめでとうございます。
あっという間に新しい年の幕開けですね。新庁舎へ

移転して早くも３ヶ月が過ぎました。立派過ぎる庁舎
も、だんだん町の雰囲気に馴染んできましたね。
みなさんは、今年の目標は決まりましたか？目標は、

人を成長させる大切なものです。ぜひ、１年間の目標
を決めて生活してみましょう！ ○夏

広報 第609号 発行日：2019年１月１日

発行：大間町 編集：企画経営課
〒039-4601 青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4

☎(0175)37-2111
HPアドレス http://www. town. ooma. lg. jp

印刷所：協同印刷工業株式会社

11月届出分11月届出分⽛戸籍の窓⽜には大
間町に住民登録をし
ている人の出生、死亡、結婚について記載し
ますが、個人のプライバシーを尊重する意味
で載せてほしくない人は届出の際に係に申し
出てくださることをお願いいたします。

今月はありません

竹内きよせさん 95歳 熊谷 正之さん 97歳
佐々木つよさん 93歳 筑田あい子さん 88歳
山崎サクラさん 103歳

今月はありません

保護者 佐々木賢大さん・翔子さん（大間字大間平）

（左から）心結
み ゆ

ちゃん(５歳７ヶ月）

陽大
ひ な た

くん(０歳９ヶ月）

奏大
か な た

くん(１歳11ヶ月）

けい(６歳４ヶ月（猫・オス））

今日も賑やか元気いっぱい♪



わが家の


